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１ 水道事業・下水道事業の仕組み
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山形市上下水道部は「地方公営企業」

水道水の提供・下水の処理

水道料金・下水道使用料

山形市上下水道部 利用者

【地方公営企業】
地方公共団体が設置し運営する企業。
経営には原則として税金を充てず、利用者からいただく料金によって賄っている。
（独立採算制の原則）
※雨水の処理や消火栓の設置など、上下水道の利用者だけでなく市民全員へ
のサービスである事業は、一般会計（税金）で負担している。
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２ 山形市上下水道事業のあらまし
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水道事業の沿革

年 事項 計画給水
人口

大正７（１９１８）年 水道事業創設の認可を受ける ７０，０００人

大正１２（１９２３）年 給水を開始（馬見ヶ崎川から取水）

昭和２６（１９５１）年～ 第一次拡張事業（新たに不動沢ダムから取水） １０１，０００人

昭和３８（１９６３）年～ 第二次拡張事業（新たに蔵王ダムから取水） １３３，０００人

昭和４２（１９６７）年 旧松原浄水場が完成

昭和４４（１９６９）年～ 第三次拡張事業（新たに最上川から取水） ２１７，０００人

昭和５２（１９７７）年 見崎浄水場が完成

昭和５５（１９８０）年～ 第四次拡張事業
（新たに県営村山広域水道を受水）

２６１，０００人

平成１８（２００６）年 新松原浄水場が完成

平成２３（２０１１）年 簡易水道（蔵王温泉・山寺・蔵王堀田）を統合 ２６４，９３０人

令和５（２０２３）年 通水１００周年を迎える
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水道事業の現況

区分 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績

行政区域内人口（※） ２３６，８５５人 ２３９，３２６人 ２４０，９９０人

給水区域内人口（※） ２３３，０６６人 ２３５，４９０人 ２３７，０３１人

給水人口（※） ２３２，９７２人 ２３５，３９０人 ２３６，９２２人

普及率
・対行政区域内人口
・対給水区域内人口

９８．３６％
９９．９６％

９８．３６％
９９．９６％

9８．31％
９９．９５％

年間総給水量（※） ２５，７４４，５９８㎥ ２５，８７５，１２９㎥ ２６，１５９，９４１㎥

年間総有収水量（※） ２３，３７９，９１４㎥ ２３，６０６，２１２㎥ ２４，04８，４００㎥

有収率 ９０．８１％ ９１．２３％ ９１．９３％

一日平均給水量 ７０，３４０㎥ ７０，８９１㎥ ７１，６７１㎥

一人一日平均給水量 ３０２ℓ ３０１ℓ ３０３ℓ

※行政区域内人口…山形市にお住まいの方の人数
※給水区域内人口…山形市内で、山形市上下水道部が給水する区域にお住まいの方の人数
※給水人口 …給水区域内人口のうち、山形市上下水道部から給水を受けている方の人数
※年間総給水量 …一年間に給水した水量
※年間総有収水量…年間総給水量のうち、漏水や消火栓などを除き、水道料金収入を得られた水量
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これまでの推移と近年の状況（水道事業）
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下水道事業の沿革

年 事項 認可面積

昭和３６（１９６１）年 単独下水道事業の認可を受ける
２５５．３ha

【参考：現在の認可面積】
（１，１４７ha）

昭和４０（１９６５）年 供用を開始

昭和４５（１９７０）年 雨水事業の認可を受ける ２０７．８ha
（５，１０７ha）

昭和５４（１９７９）年
山形流通センター処理区の供用開始
（平成１８年度に廃止し、流域下水道に
編入）

昭和５８（１９８３）年 流域下水道事業の認可を受ける ７０６ha
（４，０３７ha）

平成３（１９９１）年 特定環境保全下水道（※）の認可を受
ける

２１６ha
（７５２ha）

平成２７（２０１５）年 供用５０周年を迎える

令和４（２０２２）年 汚水について、概成を迎える

※特定環境保全下水道…市街化区域以外の区域において、農村や漁村・温泉地・観光地などにおける生
活環境や、河川・湖などの水質を保全するために整備する下水道
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下水道事業の現況
区分 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績

事業計画区域面積 ５，９３６ha ５，９３６ha ５，９１４ha

処理区域面積 ５，８８２ha ５，８８２ha ５，８７１ha

整備面積 ５，８８２ha ５，８８２ha ５，８７１ha

整備率 ９９．１％ ９９．１％ ９９．３％

行政区域内人口 ２３６，８５５人 ２３９，３２６人 ２４０，９９０人

処理区域内人口（※） ２３１，９９７人 ２３４，４０４人 ２３５，９６８人

利用人口（※） ２１９，７５６人 ２２１，４８０人 ２２２，３８１人

普及率
・対行政区域内人口
・対処理区域内人口

９７．９％
９４．７％

９７．９％
９４．５％

９７．９％
９４．２％

年間流入水量（※） ３０，６６５，７０２㎥ ２９，９３８，５６０㎥ ３０，３７８，７４８㎥

年間有収水量（※） ２２，７２６，２６８㎥ ２２，８２５，７００㎥ ２３，１４０，１１４㎥

有収率 ７４．１％ ７６．２％ ７６．２％
※処理区域内人口…山形市内で、山形市上下水道部が下水道を処理する区域にお住まいの方の人数
※利用人口 …処理区域内人口のうち、実際に下水道を利用している方の人数
※年間流入量 …一年間に下水道（汚水）として流入した水量
※年間有収水量 …年間流入量のうち、雨天時侵入水などを除き、下水道使用料収入を得られた水量
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３ 基本計画期間の主な取り組み
（計画期間：令和５年度～１４年度）
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経営環境の変化に対応した健全かつ安定的な事業経営と、
新技術の活用や広域連携、さらなる民間活力の活用等による
効率的な事業運営の実現

水源の保全や、水づくりと下水処理における水質管理等の徹
底による、安全で快適な生活基盤の実現

上下水道施設の耐震化や危機管理体制の充実等により、災
害発生時においても上下水道の利用を可能とした運営体制の
実現と、浸水対策の強化による大雨被害の軽減

上下水道施設の省エネルギー化と、資源リサイクルや再生可
能エネルギーの活用等による、環境に配慮した水循環システム
の実現

持続

安全

強靭

循環・環境

基本計画で定めた基本方針
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計画期間の主な取り組み（持続）

① 財務の健全化

上下水道事業の運営は、今後、人口減少により水需要が減少し、
収益は減少する一方、上下水道施設の老朽化に伴う更新費用は
増加するため、厳しさが増していく

中長期的な資産の状態を的確に捉え、適切な維持管理・更新
を行うことで、ライフサイクルコスト（※）の縮減に努める

※ライフサイクルコスト…施設等の建設から修繕、耐用年数の経過により解体処分するまでを１サイクルと
定義して、その全期間に要する費用のこと。初期建設費であるイニシャルコストと、
修繕更新費や解体費などのランニングコストで構成される。
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計画期間の主な取り組み（持続）

① 財務の健全化

取り組み内容
見崎浄水場と浄化センターは、両施設とも建設してから数十年が経過し、老朽化が
進んでいる。更新すると、多大な費用が掛かる。

更新はせず廃止する方針とし、周辺との広域連携を検討する。
〇見崎浄水場 …廃止により不足する水量は、県営村山広域水道からの受水を増や

す方向とする。
〇浄化センター…県の浄化センターに全ての下水を流す方向とする。

←見崎浄水場 ←浄化センター
18



計画期間の主な取り組み（持続）

② 広域・官民連携の推進

水道事業の経営は厳しさが増すと見込まれるため、更なる経営改
善策が必要だが、限られた給水区域内での施設の統廃合や経費の
削減などには限界がある

給水区域にとらわれない、他事業体との広域連携の検討が不可欠

水道事業の広域化
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計画期間の主な取り組み（持続）

② 広域・官民連携の推進

水道事業の広域化
広域化の形態 概要

垂直水平統合 各市町村の水道事業と用水供給事業（※）の全てを一つに統合し、新たな組織で運営する。
（水道料金統一）

水平統合 各市町村の水道事業を一つに統合し、新たな組織で運営する。（水道料金統一）
※用水供給事業は残る

経営の一体化 各市町村の水道事業を一つに統合し、新たな組織で運営する。（市町村ごとに別々の水道料金）

管理の一体化
維持管理の共同実施・共同委託など。
①施設の運転管理の共同化 ②水質検査の共同化 ③料金徴収業務の共同化
④薬品の共同購入 ⑤水道メーターの共同購入 ⑥システムの共同化

施設の共同化 給水区域を超えた水源・浄水場の活用、共同施設（取水場・浄水場・配水池等）の保有・建設など。

複数の水道事業を一つにする「事業統合」は、事業体間の施設整備状況や財政状況・水
道料金等の格差の課題があり、直ちに行うことは困難
⇒山形市は、費用の削減効果が得られる「施設の共同化」に向けた取り組みを推進

※用水供給事業…水道事業者に対して、水道用の水を提供する事業のこと。
山形市では、山形県企業局が運営している県営村山広域水道から受水している。
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計画期間の主な取り組み（持続）

② 広域・官民連携の推進

◆水道事業・下水道事業はともに収益が減少傾向
◆熟練職員の退職による技術や知識の継承が必要

老朽化する施設の更新需要の高まりに対応していく
ため、民間事業者との更なる連携が必要

官民連携の推進
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計画期間の主な取り組み（持続）

② 広域・官民連携の推進

官民連携の推進

〇防災や環境などの取り組みに関する連携

〇広報活動を通した交流

〇災害対応などの連携

〇研修や講習会を通した

連携・交流

〇包括委託や第三者委託

〇災害対応などの連携

〇研修や講習会を通した

連携・交流

山形市

上下水道部

市民の皆さま

地域団体

民間事業者 近隣事業体

○民間活力を活用した事業手法の導入
○民間事業者の技術力の維持向上支援のための講習・研修の実施
○災害時における、近隣事業体との広域的な連携
○市民の皆さまとの災害対応に関する連携

【取り組み状況】
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計画期間の主な取り組み（安全）

① 上下水道施設の計画的な整備と更新

水道水を利用者へ安定的に供給するため、老朽化が進む管路や浄配水施設、
下水処理施設等の上下水道施設について、健全度及び重要度に応じた更新や
整備を進める

【例】水道管路の更新

現在約1,390kmの管路を有してお
り、順次更新時期を迎えるが、すぐに
全ての管路を取り替えることは不可能

〇管の種類や重要度に応じた独自の
更新時期を定めて、計画的に更新
〇更新時は、耐震管を用いる

管の種類 独自の管路更新時期

鋳鉄管（CIP） 40年

ダクタイル鋳鉄管（DIP） 48～78年

塗覆装鋼管（STW） 56～73年

ステンレス鋼管（SUS） 60～78年

ポリエチレン管（PP・PE） 40～78年

硬質塩化ビニル管（VP）等 40年

↑耐震管（写真：日本ダクタイル鋳鉄管協会） 23



計画期間の主な取り組み（安全）

② 上下水道施設の適切な維持管理

上下水道は、くらしに欠かすことのできないライフラインであること
から、その機能を常に維持するため、上下水道施設の適切な維持管
理が必要

各施設の老朽化が進み、更新に必要性が増すなか、更新事業費が
事業運営の負担とならないよう、施設の点検や状況把握を行い、長
寿命化に努める

24



計画期間の主な取り組み（安全）

② 上下水道施設の適切な維持管理

←山形市内に水管橋（写真左）と添架管（写真右）
は約200箇所あり、全ての箇所を定期的に点検して
いる。
適切な補強・修繕を行い、できる限りの長期使用に
努めている。

＜水道施設＞
〇設備等の現状把握・不具合や故障等の要因分析に、情報通信技術の活用を進める
〇定期的な巡視、補強や補修による延命化を実施し、安定的な給水の維持に努める

＜下水道施設＞
〇計画的な清掃・調査、不具合が見られる汚水管の改築・修繕

25



計画期間の主な取り組み（強靭）

① 地震対策の推進

平常時だけでなく、地震等の災害発生時においても、安定的な上下水道の利
用を可能とするため、上下水道施設の耐震化・耐震補強が必要

＜水道管路＞
病院・市避難所などの給水拠点に至る特
に重要と考えられるルートは、独自の管路
更新基準に依らない耐震管への更新、継
手の耐震補強などを実施

＜浄配水施設＞
重要度や健全度・設備の更新サイクル等
を考慮するほか、更新と耐震補強との費用
対効果も勘案し、計画的に耐震化を進める

水道

（イラスト：日本水道協会）
耐震管は鎖のように動
き、管が抜けない
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計画期間の主な取り組み（強靭）

① 地震対策の推進

＜これまで＞
〇液状化の恐れがある区域に設置された重要な汚水管のうち、耐震基準を満たさ
ず健全性が保たれていない管を、更生工事（※）により耐震化
〇緊急輸送道路に設置しているマンホールの浮上防止、マンホールポンプ停止時に
別ルートに下水を流すためのネットワーク管を整備
＜今後＞
液状化の恐れがある区域だけでなく、市内一円の健全性が保たれていない汚水管に
ついても、更生工事により耐震化を進める

下水道

【※更生工事】
既存の管を活かしながら、その中に新たな管をつくる
工法の一つ。既設の老朽管に更生材を挿入・形成し、
老朽管の内側に新しい管をつくる。
道路を掘らずに、劣化した管を耐震基準を満たす管
にすることができるため、周辺交通や他の埋設物に影
響が少なく、また開削する工法よりも経済的な工法。
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計画期間の主な取り組み（強靭）

② 危機管理体制の強化

山形市には、山形盆地断層帯が存在し、山形県による被害想定結果では最大
震度7の地震が想定されている

＜これまで＞
〇地震等による施設被害やそれに伴う影響を抑えるための整備を行うととも
に、地震等の発生時も上下水道の利用をできるだけ確保し、より迅速に復旧
するための体制づくり
〇平常時から関係機関および地域の皆さまと連携した防災訓練を実施し、危
機管理体制を強化

＜今後＞
近年、大雨や地震等の自然災害が多発し、新型コロナウイルスの感染拡大に
より働き方も変化している中、上下水道サービスを維持させるためには、必要な
危機管理体制の構築のほか、職員一人ひとりの災害対応力の向上や、地域住
民の皆さまや民間事業者とのより緊密な連携が重要
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計画期間の主な取り組み（強靭）

② 危機管理体制の強化

災害時により多くの地点で飲料水を確保し、応急給水活動の初動体制を迅速
に行うため、市内で震度5弱以上を観測した場合は、自動的に市避難所等28箇
所の拠点給水所を開設し、応急給水を行うこととしている

応急給水体制の強化

拠点給水所の仕組み↑ 市避難所となる小学校での説明会↑
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計画期間の主な取り組み（循環・環境）

脱炭素社会と循環型社会への貢献
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